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<1947 (昭和22)年5月3日は日本国東法"糖行方の日で｢雑誌記念日｣｡ 65年になります>
○憲法の``公布''はこの半年前の昭和21年11月3日｡ 11月3日は.戦前は｢明治節｣とよばれ.明治
天皇の誕生日(旧暦9月22日)でしたが､現在は｢文化の日｣と形を変えています｡○調べてみると､
国民の祝日15日の由来は､古代中国の影響や､天皇家と関わっていることが多いようです｡

①放射能に怯えての生活や避難･そもそもが危険と隣り合わせの｢原発｣は｢核の平

和利用｣というのは表向きで､実は｢核兵器製造｣技術を保持し､ ｢核抑止力｣と

して必要だから｢原発｣を日本からなくすことはできないだなんて〟- -｢懇請と欠

乏から免れ､平和に生存する複利｣(能文)や｢戦争の放東,戦力不保持｣(9条)違反

● ｢日本は枝を作ろうと思えばいつでも作れる｡ 1年以内に作れる｡それはひとつの抑止力

でしょう｡それを本当に放果していいのですか｣(自民党石板政聯会長1 1 ,8,1 6テレ朝)

●｢日本は原子力の平和利用を竃じて技拡散防止集約(NPT)体制の蓋化に努め､棟
兵幕の材料になり得るプルトニウムの利用が醒められている｡こうした現状が､外交

的には､潜在的な械抑止力として機能していることも事実た｣ (1 1.9,7読売新聞社説)

●石原慎太郎東京都知事｢原子力覚書はなお必要であり､中田や糠南鱗からのき鵬を

かわすためにも横兵馨を保有すべきた｣ ( 1 1.7.1 9) 〟 ｢プルトニウムは山ほどある｣ ( 1 1.8.6)

②避難の仮設住宅での生活は息もつまりそう｡放射能で人類史上最悪の回復不能な環

境にしてしまった- - ｢話人としての車重､生命､幸福追求の複利｣｢環境権｣ (13集)違反

③風評による様々な差別に苦しむ被災民､子ともたちも-｢法の下の平奪｣(14象)違反

④原発立地地域が警戒区域になって我が家からの強制退去､不本意な地での避難
生活､農林漁業など仕事も失った- ･ -｢居住"移転"職葉義択の自由｣(22条)違反

⑤私は私の人格を認められた生活を今送っているだろうか､私の｢生存権｣はどこへ､
補償もされないなんて･ i - - ･ ｢篤農で文化的な最低限度の生活の保雄｣(25集)違反

⑥劣悪な教育環境のもとで､授業も行事も制限され学校としての体をなしていない､能力
はあるのに志望校も断念した･ - - ｢能力に応じて､ひとしく教育を受ける複利｣(26集)違反

⑦国は働く機会を国民に与えようと努力していない･ - ･ - -｢動労の複利｣(27集)違反

i　⑧先祖代々の家屋敷､農地も山地ももう放射能に汚染され､放棄するしかないなんて､'　単に金銭で償えることではないが､それすらも･-･--･｢財嚢複｣(29条)違反

<小営中,高校生徒数の推移>※事務局調べ｡現在の生徒数は日々変動があり｢概数｣｡

小学校.中学校.高校別 ��ｸﾝ���#)D紿ﾈ竰�現在(24年4月)の生徒繊 

南相馬市内小学校16校生徒数 釘ﾃ�#ykﾂ�2,115名減少1,912名 

南相馬市内中学校6校生徒数 ��ﾃ涛�kﾂ�801名減少1,189名 

相双地区果立高嶋学校13校生徒数 迭ﾒﾃ�Sykﾂ�1,781名減少3,276名 

○ご覧のように､被災(原覚事故)後､この地区の生徒数は大きく減少し､惨胞たる状況です《 
○ひとり一人の子ともたちの夢と希望をめちゃめちゃに打ち砕いた罪深さを､東京電力や国｣ 
政府は分かっているのか.どう償おうとしているのか○泣く泣く家族や友達と別れ､故郷: 
離れなければならなかった子ともたちや､放射線の不安に怯えながら生活している子とも: 
ちのことなど､もう見棄てているかのようです.<187号,惣陥r響関閲勅ロをご覧ください 
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南柏農高の子どもたちの生活の厳しさ

自然の豊かさを実感しています｡

2月に善書たちと南柏馬ダイアログフ
ェスティバルという集会を持ちました｡

加藤登紀子さんと桜井市長の対話コンサートなどがあり
二日間で1 ,500人という垂加者があり､ ｢市民同士の対

話からはじめよう｣という初期の目的を達成することが
できました｡シンボルとして会場正面に2本の｢想いの

ヅノー｣を電き.そこに市民(特に子ともたち)の想い
を書いてもらいました｡緑のツリーには､市の木けやき
の葉っぱの形のカードに｢今一番知りたいことは?｣を､

ピンクのツリーには､市の花桜の花びらの形のカードに
｢これからどんな未来にしだいか｣をテーマに書いて貼

ってもらいましたが､あらためて子ともたちの生活の現

状の厳しさが浮き彫りになり､涙してしまいました｡
若松丈太郎さんが葉っぱのツリーに貼り付けられたメ

ッセージをまとめてくださったので紹介します｡

Zo l獅JI I 〇〇､ 1gイ中田ケ･捌qL

いのγlI-)に 加持鰹

●いつになったらプールに入れますか小5 ●海や用で遊べ

るのまいつですか●いつ､釣りができるようになりますか

小5 ●すなあそびができるようになりますか●雨でもサッ

カーができるようになりますか●いつまでこの状況が続く

のですか?●ほうしやせんを気にしないで外で遊べるの

はいつですか?小5●飼い犬は屋外で放し飼いにしてい

て大丈夫ですか●2αm内の動物のいのちはどうなりま

すか?●事故はいつになったら終そ<しますか●願発

の状態はぽんとうはどうなんですか?●今度､津波や地震

がきても大丈夫なの?●扇発はもう爆発しませんか?小5

●危なくなったら次の避難指示ができるのか? ●いつ友

達が安全に帰って来れますか小5 ●けいかいくいきの中

の自分の家に帰れますか?小3 ●帰れない人はどうすれ

ばいいんですか●警戒区域解除後､住民はもどってくる

の的｣ 15徽蔓:)キロ以内に子どもがI lていいの? ●安全という

Ijnと. I蔀控身心Ljtすごせますか! ●原町の小学校に通

学して､大丈夫ですか●ここに住んでいて本当に大じょう

ぷなの?小5●,lつになったら農業ができるのですか?

●以前のような生活を送ることができますか●まだ見
つかっていない行方不明の人の場所●病院がいつもどお

りに戻るまでとのくらいの時間がかかりますかtI lつ仙

台までの電車が動きますか中3 ●国道6号線はいつ全

面開通しますか●福島の電気を使っていた都会では道

路などがますます便利になるのに､電気を送っていた

福島椙双では万が一のための郡山や福島への道路が満

足でない!見捨てたのですか?●放射能除梁の効果

が本当にあるかどうか●放射能はどのくらいあひる

と危険ですか中3●将来､子供が産めますか?中学生

〟 J'lIちかん盲のすいかを

なべこもIlllをすか｣
●私達が将来白血病､ガンなどになる確率は何%で
すか?●甲状腺ガンは､福島県内でいつなってもお
かしくない.私たちを死に追いやる病気なのですか?
私たちは悪いことをしていないのに､なぜ同じ日本国
民からまでも死の町などとよばれなくてはいけないの
ですか?中3●僕はいつまで楽しく生きられるでしょ
うか●水道水を飲んでもいいですか●じいちやんちの

すいかをたべてもいいですか●政府は本当のことをか

くしていたのか●東電と保安院かついたウソの数●
国が福島のために何をしてくれているのか●療発は
本当に必要なのか?●これ以上､私たちを苦しめな
いで! ●地球はどのくらいまでもちますか?

若松丈太郎さんは｢猿楽｣ ･ ｢原発事故｣という雷

葉は違うといって｢核発電｣ ･ ｢核災｣と表現してい
ます｡核災という言葉は劣化ウラン弾に苦しむ子と
もたちにつながります｡たどたどしい字で｢じいち
やんちのすいかをたべていいですか｣と著いてある
のを畠にしたとき､涙があふれてとまりませんでし
た｡子ともたちがこんな質問をしなければならない

に思っていた生活は日本という国が憲法に則り､そ
れを基準にしてもたらされていたものであったとい
うことを私たちは身をもって知りました｡放射能に
汚染されてしまったという事実のもとに暮らす私た
ちの基本人権を国家はどう保障するのでしょうか?

受身から脱却し､声を挙げる市民になろう
今､私たちが第一にしなければならないのは受身

からの脱却です｡サイレントマジョリティから声を
挙げる市民に変身することです｡ 1票の選挙権が原
発を止め､社会を変えるという自覚の元に声を挙げ
る勇気を持とうではありませんか｡福島県民が求め
るのは憲法で保障された基本的人権の復活です｡
それを言えるのは､核災によってそれを奪われた
我々なのです｡今の日本では核災によらずとも基本
的人権を奪われている人が増えています｡そのこと

現実を引き起こした今度の出来事はま
さに｢核災｣そのものです｡

｢核災｣は､瞬時に私たちの基本的
人権を破壊しました｡今まであたり前

国は｢憲法｣の基本的人権を保陣せ
以前､ある大学教授の講義を受けたとき｢私は日

本という国を愛するが国家は愛さない｡なぜなら国
家は国ではなく国家権力という組織にすきないから｣
という惹陳のことを聞いたことがあります｡我々は
国家権力に対して憲法にうだわれだ基本的人権を保
障するよう要求する権利を持っています｡脱受身の
第一歩は声を挙げることです｡フクシマ体験を世界
に向かって発信しましょう｡他の誰にも私たちのよ
うな苦しみを二度と毒せないためにも･ ･ ･

○轟構築調子さんは原町田で6度種のクリーニング店を纏書｡簾無事故纏の3月1 58年請.巾を暮れ続き果
庁近くのホテルで3日面過ごし.家集と命運しさらに伽台市へ遭雑｡ 3月末に自宅に要り店を再発｡全国各
地の集会などで鷺柏農高の実状を震え. ｢つながろう青櫓置｣を鋸度し.復興のために零細されています｡


